
【機密性2】

司法行政文書の開示の実施について（事務連絡）

岡山地方裁判所事務局総務課

あなたから開示の実施の申出がありました、下記の司法行政文書について、別添

のとおり写しを交付します。

記

次の文書番号の司法行政文書開示通知書記1記載の文書

岡山地裁総第636号

(担当）事務局総務課文書係 電話086（222）6771



l機密性2}’

令和8年度

裁判官の配置、裁判事務の分配､代理順序及び開廷日割

(令和8年4月1日現在）

岡 山 地 方 裁 判 所



第1 総則

（裁判官の配置）

第1条 岡山地方裁判所裁判官の配置は、別紙1のとおりとし、管内簡易裁判所裁

判官の配置は、別紙2のとおりとする。

（事件分配等の通則）

第2条 事件の分配及び開廷日割は、本定めに規定がある場合を除いて、別紙3か

ら別紙6までのとおりとし、「事件種別」欄記載の種別ごとに、受付順に、地方

裁判所本庁については部に、支部（新見支部を除く。）及び簡易裁判所（2人以

上の裁判官が配置されていない簡易裁判所を除く。）については係に、前年度に

引き続き、順次分配する。年度末に係属中の事件は、翌年度においても、これを

担当する部又は係において引き続き取り扱う。

（本庁の部及び支部の裁判事務の分配）

第3条 本庁の部及び支部の裁判官に対する事件の分配は、本定めに規定があるも

のを除き、当該部又は支部において、これを定める。

（多数当事者事件）

第4条 民事通常訴訟事件が分配された場合において、その事件の当事者数が合計

20人を超えるときは2件の分配が、当事者数が合計50人を超えるときは3件

の分配がそれぞれあったものとみなす。

2 刑事公判請求事件の分配に当たっては、1通の起訴状における被告人の数を件

数の単位とする。

3 常任委員会は、分配を受けた部又は係からの申出に基づき、事案に応じ、前2

項と異なる取扱いをすることができる。

（事件の回付）

第5条 本庁又は支部の裁判官は、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則に定め

る管轄区域に属しない事件であることを理由として、その担当事件を管轄する支

部又は本庁に回付することができる．
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2 本庁又は支部の裁判官は、その担当事件と関連する事件を担当する他の支部又

は本庁の裁判官（関連する事件が合議事件の場合は裁判長。本項において同

じ。）との協議により、その担当事件を当該他の支部又は本庁に回付することが

できる。この場合、回付された事件は、協議をした裁判官の属する係又は部に分

配することとし、第2条に従って分配されたものとする。

3 支部の裁判官は、その担当する事件を合議体で審理するのが相当であると認め

る場合､所長との協議により、その担当事件を本庁に回付することができる。

4 前3項以外の理由により､ 分配された事件を処理することが相当でないため回

付を必要とする場合、常任委員会の同意を得なければならない。

（関連事件等の移転）

第6条 部又は係に分配された事件で、他の部又は係に分配された事件と関連する

もの又は他の部又は係で処理するのが相当と認められるもの（回付を伴うものを

除く。）は、関係する部又は係の協議により、これを当該他の部又は係に移すこ

とができる。

2 前項により事件を他の部又は係に移した場合、事件の移転を受けた部又は係に

新件の分配があったものとみなし、事件を移転した部又は係に対しては、移転直

後に、移転した事件数と同種別の新件を同じ件数だけ分配する。ただし、常任委

員会は、分配を受けた部又は係からの申出に基づき、事案に応じ、これと異なる

取扱いをすることができる｡

（忌避事件等の特則）

第7条 民事の忌避申立事件並びに刑事の忌避及び回避申立事件を分配すべき部又

は係に、申立ての対象となった職員が属しているときは、他の部又は係にこれを

分配する。

（付随事件の分配）

第8条 本案訴訟に付随する執行停止事件、その他本案訴訟に関する申立て又は申

請事件は、本案訴訟の終結の前後にかかわらず、本案訴訟の分配を受けた部又は
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係に分配する。ただし、本案訴訟に係る事件の分配の定めが変更された場合にお

ける当該変更後の取扱いについては、関係する部又は係において別に定めること

ができる。

（令状事件）

第9条 裁判官の権限により処理すべき事件のうち別に定める令状に関するものに

ついては、所長が常任委員会の意見を聴いた上定めるところにより処理する。

2 平日の夜間及び休日の令状事件は、次の裁判官が処理する。

（1） 本庁の令状事件 本庁及び倉敷支部の裁判官

（2） 岡山簡易裁判所の令状事件 本庁及び倉敷支部の裁判官（いずれも簡易裁

判所判事の発令のない者を除く。）並びに岡山、玉野、児島、玉島、倉敷及び

笠岡の簡易裁判所の裁判官

（応急の処置）

第10条 所長は、本定めによっては事件の分配をすることができない場合又は困

難な場合において急を要するときは、当該事件を分配する部又は係を指定するこ

とができる。

（事務の代理等）

第11条 裁判官に差し支えがあるときは、その裁判事務については、別紙7のと

おり、代理裁判官及び代理順序欄記載の裁判官が同欄記載の順序で代理する。

2 司法行政事務を取り扱う裁判官に差し支えがあるときは、その司法行政事務に

ついては､ 別紙8のとおり、代理裁判官及び代理順序欄記載の裁判官が同欄記載

の順序で代理する。

3 所長は、前2項によっては裁判事務又は司法行政事務の代理をすることができ

ないとき又は困難であるときは、当該事務を代理する裁判官を指定することがで

きる。

（新任判事補研さん）

第12条 所長は、新任判事補の研さんのため、司法修習生の修習を終えた後3年
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2月未満の判事補に対し、当該判事補が配置された部の総括裁判官及び研さんの

ため取り扱うこととなる事件が分配された部の総括裁判官の意見を聴いた上、当

該判事補が配置された部の事件以外の事件を取り扱わせることができる。

第2 本庁民事部

（裁定合議事件の分配）

第13条 第5条第3項に基づき合議体で審理するのを相当と認めて回付された事

件及び以下に掲げる事件は、裁定合議事件として受理し、別紙3に従い、その事

件種別ごとに分配する。

（1） 行政事件訴訟に係る事件

（2） 共通義務確認の訴えに係る事件

（3） 人身保護事件

一(4) 医療関係事件（医師又は歯科医師及び医療補助者の患者に対する診断、検

査、注射、治療、手術、麻酔、管理等の医療行為の過失に基づく被害を理由と

する損害賠償請求事件をいい、債務不存在確認請求事件を含む。）

（5） 前4号に定めるほか、本庁民事部の裁判官の申合せにより、合議に付する

ことを相当とする事件の基準を定めたときは、当該基準に該当する事件

2 地方自治法第242条の2第1項第4号の規定による訴訟について損害賠償若

しくは不当利得返還の請求を命ずる判決又は賠償の命令を命ずる判決が確定した

場合における同法第242条の3第2項又は第243条の2の8第5項の規定に

よる訴訟事件については､ 裁定合議事件として、これらの判決を言い渡した部に

分配する。

（手形異議事件等の分配）

第14条 手形訴訟判決及び小切手訴訟判決に対する異議申立事件は、その判決を

した部に分配する。この場合、通常訴訟事件の新件分配件数に加えない。

（保全関係事件の移転）

第15条 保全命令、保全異議及び保全取消しの各申立事件について、本案訴訟事
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件が係属中の場合は、保全命令事件等担当の裁判体は、本案訴訟事件担当の裁判

体との協議の上、これを本案訴訟事件担当の裁判体に移転することができる。

（再審事件等）

第16条 再審事件及び差戻事件は、原裁判をした部に分配する。原裁判をした部

がない場合は、第2条の規定により、順次分配する。

（自庁調停事件及び調停主任）

第17条 職権により自庁調停に付した事件は、その本案訴訟事件を担当する裁判

体において処理する。

2 本定めが規定するところにより調停事件を担当することとなる裁判官がその調

停事件についての調停主任となる。

第3 本庁刑事部

（勾留関与等による特則）

第18条 公判請求（単独）事件について、部の単独事件を担当する裁判官（以下

「担当裁判官」という。）のいずれにも事件（公訴事実を同じくする事件を含

む。）に関し後記アからウまでのいずれかの事由がある場合、その部に対し、そ

の事件を分配しない。ただし、いずれの部のいずれの単独担当裁判官についても

後記アからウまでのいずれかの事由があるときは、最も早い時期にその事由が生

じた裁判官の所属する部に分配する。

ア 勾留に関する裁判（刑事訴訟法第87条に基づく勾留の取消しを含む。）に

関与したこと。

イ 勾留に関する裁判に対する準抗告の裁判に関与したこと。

ウ 没収保全及び追徴保全請求事件に関する裁判に関与したこと。

2 公判請求（合議）事件について、部の裁判官に事件（公訴事実を同じくする事

件を含む。）に関し前項アからウまでのいずれかの事由があり、その裁判官を除

いて合議体を構成できない場合、その部に対し、その事件を分配しない。ただし、

いずれの部の裁判官についてもその事由があり、いずれの部もその裁判官を除い
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て合議体を構成できないときは、前項の事由のある裁判官の人数が少ない部に分

配し、前項の事由のある裁判官の人数が等しい場合には、最も早い時期にその事

由が生じた裁判官の所属する部に分配する。

（関連事件の分配）

第19条 同一被告人に対する追起訴事件（他の被告人とともに起訴された場合を

含む。）は、受理の順序にかかわらず、本起訴事件を担当する部に分配する。

2 起訴状に当該事件を前に起訴した他の被告人に対する事件と併合して審理され

たい旨の表示が付された事件は、受理の順序にかかわらず、従前の起訴に係る事

件を担当する部に分配する。ただし、その事件が第18条の適用を受ける場合を

除く。

3 異なる部に係属する2人以上の被告人に対し、共犯者として同時に追起訴があ

った場合には、先に受け付けた事件の被告人に対する追起訴事件として処理する。

（事件の分配停止）

第20条 公職選挙法第253条の2第1項に掲げる罪に関する事件の分配を受け

た部に対しては、刑事部裁判官の協議により、一定の期間、事件の分配を停止す

ることができる。

（医療観察法事件）

第21条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す

る法律（以下「医療観察法」という。）に基づく入院又は通院処遇事件は、第1

刑事部に対し、5分の2を、第2刑事部に対し、5分の3を分配する。

2 前項以外の処遇事件は、当該対象者についての入院又は通院処遇事件を担当し

た部に分配する。他の地方裁判所で入院又は通院の決定を受け、岡山地方裁判所

管内に転院、転居してきた対象者について前項以外の処遇事件の申立てがあった

ときは、各部に対し、同じ割合で分配し、その後に同一対象者について前項以外

の処遇事件の申立てがあったときは、同対象者に対する処遇事件を以前に担当し

た部に分配する。
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3 競合する処分の調整の申立事件は、当該対象者についての入院又は通院処遇事

件を担当した部に分配する。

4 入院又は通院処遇事件又は再入院等処遇事件において、精神保健審判員が任命

されるまでの間における鑑定入院先の指定の変更に係る手続は、当該処遇事件の

担当裁判官が処理する。

5 医療観察法第41条第1項の決定があった場合における審理及び裁判は、当該

処遇裁判所の裁判官の所属する部において、当該裁判官を構成員とする合議体が

処理する‘

6 処遇事件における精神保健審判員が任命されるまでの間の各種通知（心神喪失

等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審半|」

の手続等に関する規則（以下「医療観察規則」という。）第39条第1項、第5

0条、第72条、第74条、第78条、第80条、第84条）は、当該処遇事件

の担当裁判官が処理する。ただし、その裁判官に差し支えがあるときは､ 所属す

る部の他の裁判官が処理する。

（再審請求事件等）

第22条 再審請求、刑事補償請求、訴訟費用執行免除の申立て、保釈金の没取請

求（刑事訴訟法第96条第3項）、刑事訴訟法第350条の請求、上訴権回復請

求、裁判の疑義の解釈の申立て、裁判の執行異議の申立て、組織的な犯罪の処罰

及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。）第6

5条第1項の取消請求、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する

行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（以

下「麻薬特例法」という。）第23条関連の取消請求及び総合法律支援法第39

条第3項の申立ての各事件は、それぞれの基本となる裁判を担当した部に分配す

る。ただし、基本となる裁判を担当した部が明らかでないときは、この限りでな

い、

2 再審開始の決定が確定した場合、対象判決が合議体によるときは合議事件の、
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対象判決が単独体によるときは単独事件の公判請求事件の分配が、開始決定した

部に対してあったものとみなす。

（合議相当決定があった場合）

第23条 単独事件について、合議相当決定があった場合、対象となる単独事件を

取り扱う裁判官が配置された部において処理する。

（差戻事件等の特則）

第24条 控訴審、抗告審又は再抗告審から差し戻された事件は、原裁判をした部

以外の部に分配する。

2 刑事訴訟法第266条第2号の決定により審判に付された事件は、その決定を

した部以外の部に分配する。

（裁判員等の解任の請求を却下する決定に対する異議の申立てがあった場合）

第25条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第41条第1項の請求を却下す

る決定（同条第2項による事件の送付を受けた裁判所がした決定に限る。）に対

する異議の申立てがされた事件は、第1民事部、第2民事部及び第3民事部に対

し同じ割合で順次分配する。

（平日の夜間及び休日における準抗告事件の処理）

第26条 平日の夜間及び休日に刑事部裁判官だけでは準抗告事件を担当する裁判

所を構成することができない場合は、連絡担当裁判官が指定する、本庁の令状当

番裁判官又は本庁若しくは倉敷支部の裁判官（岡山市又は倉敷市に居住する者に

限る。）がその構成員となる。

（平日の夜間及び休日における一時保護状請求の却下の裁判の取消請求事件の処

理）

第27条 平日の夜間及び休日に刑事部裁判官だけでは児童福祉法33条7項ただ

し書による一時保護状請求の却下の裁判の取消請求事件を担当する裁判所を構成

することができない場合は、連絡担当裁判官が指定する、本庁の令状当番裁判官

又は本庁若しくは倉敷支部の裁判官（岡山市又は倉敷市に居住する者に限る。）
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がその構成員となる。

第4 管内支部

（執行事件についての特則）

第28条 倉敷支部及び新見支部における執行に関する事件（執行官の執行処分及

びその遅滞に対する執行異議事件を除く。）は、本庁民事部において取り扱う。

（医療観察法事件）

第29条 医療観察法による事件は、鑑定入院命令手続及び精神保健審判員が任命

されるまでの間の各種通知（医療観察規則第39条第1項、第50条､第84

条）を除き、本庁刑事部において取り扱う。

（通信傍受法に基づく傍受令状に関する事務及び傍受の原記録の保管事務）

第30条 倉敷支部、新見支部及び津山支部における通信傍受法に基づく傍受令状

に関する事務及び傍受の原記録の保管事務は、本庁において取り扱う。

（検察審査会法に基づく指定弁護士の指定）

第31条 倉敷支部及び津山支部における検察審査会法に基づく指定弁護士の指定

は､本庁刑事部において取り扱う｡

第5 岡山簡易裁判所、倉敷簡易裁判所及び津山簡易裁判所

（異議事件等の分配）

第32条 手形訴訟判決、小切手訴訟判決及び少額訴訟判決に対する異議申立事件

は、その判決をした係に分配する。

2 保全異議及び保全取消しの各申立事件は、保全命令を発した裁判官（保全命令

を発した裁判官と担保の決定をした裁判官が異なるときは､ 担保の決定をした裁

判官）に分配する。

3 保全命令事件、保全異議及び保全取消しの各申立事件について、本案訴訟事件

が係属中の場合は、保全命令事件担当の係と本案事件担当の係との協議の上、こ

れを本案訴訟事件担当の係に移転することができる。

4 本庁民事部に関する第16条及び第17条を準用する。この場合において、「

－9－



部」とあるのを「係」と読み替える。

（略式命令請求事件）

第33条 岡山簡易裁判所及び倉敷簡易裁判所における略式事件のうち即日処理在

庁（道交を除く。）については、岡山簡易裁判所においては岡山簡易裁判所の司

法行政事務掌理裁判官が、倉敷簡易裁判所においては倉敷簡易裁判所の司法行政

事務掌理裁判官が、あらかじめ作成した当番表で指定した裁判官がそれぞれ処理

する。

なお、倉敷簡易裁判所及び津山簡易裁判所における略式命令に対する正式裁判

申立事件及び刑事訴訟法第463条により通常の手続で審判をする事件は、略式

命令請求事件を担当した裁判官に分配しない。

第6 第5記載の簡易裁判所以外の管内簡易裁判所

（事件の分配）

第34条 裁判官は、民事事件及び刑事事件（第2項により分配しない事件を除

く。）の全てを担当する。

2 略式命令に対する正式裁判申立事件及び刑事訴訟法第463条により通常の手

続で審判をする事件は、略式命令請求事件を担当した裁判官に分配しない。

附則

この定めは、令和8年1月1日から施行する。

－部改正（いずれも令和8年）

1月13日所長応急措置、1月16日施行

3月12日裁判官会議議決、4月1日施行

－10－



別紙1

地方裁判所裁判官の配置

函裁 判 官

事 （総括）

事

事

事

大
Ｉ

沖
佐

、ク
ノ

判
判

判
判

嶺
山

本
川

崇

係
係

係
係

Ａ
Ｃ

Ｂ
Ｅ

１
１

１
１

裕
尚

真

子
紀

也

第1民事部

(兼）

森
嘉

松
田

判 事 （総括）

判 事

判 事

判 事 補

實
屋

浦
尻

有
園

絵

紀
江

美
駿

係
係

係
Ａ

Ｂ
Ｃ

２
２

２

第2民事部

判 事 （総括）

判 事

判 事 補

作
也

駿

梅
佐

本
川

尻

幸
真本庁

第3民事部

(兼）

一ｍｍ一

判 事 （総括）

判 事

判 事 補

節
史

俊

史
岳

昭

澤
黒

村

係
係

１
２

三

第1刑事部

石
吉

事 （総括）

事

事

第2刑事部

村
國

松

主
省

佑

判
判

判

係
係

係
３

４
５

川
宗

浦

和
吾

樹

■■■■ 判 事 （所長） 森 島 聡 単独係

三奈子

裕美子

喬

崇 寛

拓 己

判 事 （支部長）

判 事

判 事

判 事

判 事 補 （特例）

大
河

鈴
和

西

係
係

係
係

係
３

４
２

５
１

第
第

第
第

第

河
端

木
田

村

(岡山家裁倉敷支部本務）

倉 敷 支 部

(岡山家裁倉敷支部本務）

■■新 見 支 部 判 事 補 （特例） 袋 井 泰 輔 （てん補）

|“Ⅷ素“’
第1係

第2係

判 事 （支部長）

判 事 補 （特例）

玉 田 雅 義

袋 井 泰 輔 （岡山家裁津山支部本務）

係
係

１
２

第
第津 山 支 部



別紙2

簡易裁判所裁判官の配置 （ただし、臨時的な職務代行は除く。）

司

係 名裁 判 官

岡山簡裁 簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

(司）

横
高

劒
谷

高
大

河
鈴

和
西

淺
宮

吉

溝
田

持
生

藤
河

端
木

田
村

野
崎

彦
由

誠
章

彦
子

子
喬

寛
己

一

英
史

奈
美

崇
拓

総
智

典
邦

晃
浩

昭
三

裕

係
係

係
係

係
３

１
ｍ

２
９

第
第

第
第

第

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

(職務代行）

、、一

｜玉野簡裁｜
|児島簡裁｜
｜玉島簡裁｜’

|■■
|I■■
|■■

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

横
一
淺
一
淺

溝
一
野
一
野

邦 彦 （岡山簡裁本務）

総 一

総 一 （児島簡裁本務）

倉敷簡裁 簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

(司） 三奈子

智 英

典 史

総 一

大
宮

吉
淺

河
崎

田
野

(笠岡簡裁本務）

係
係

係
２

１
３

第
第

第

(職務代行）

ﾛ■■
I■■
I■■

園
■■

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

’
１

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

吉
旦
一
高
三
局

崎
一
藤
一
藤

智
一
一
昭
一
一
昭

英
一
彦
一
一
彦

(新見簡裁本務）

’ 簡易裁判所判事 （司） 玉 田 雅 義

簡易裁判所判事 秋 本 英 治

津山簡裁

|勝山簡裁 ~1 簡易裁判所判事 秋 本 英 治 （津山簡裁本務）



別紙3

本庁民事部

|第1民事部｜第2民事部||篝3…｜

|↓榊乖||砂永霊卜ゞ榊濤l
l ll ll全“l
ll’分蝿』||,分"‘|｜ ’

月・火・水・木・金月・火・水・木 月・火・水・金

執行抗告及び保全抗告事件 全 部

’
｜

’

合
議
事
件

控訴事件 2分の1 2分の1

上記以外の法定合議事件、第13
条第1項記載の裁定合議事件、他
の裁判所から移送された合議事件

各2分の1各2分の1

通常訴訟事件､ 手形及び小切手訴
訟事件、民訴法6条の2所定の事
件、簡易確定決定に対する異議に
係る事件（注）、仲裁判断取消申
立事件、これらに関する共助事件

各11分の6 各11分の5

訴えの提起前における証拠収集処

分、訴えの提起前（民訴法235
条1項但書に基づく訴え提起後最
初の期日指定前までを含む。）に
おける証拠保全、これらに関する
共助事件

各2分の1 各2分の1

単
独

事
件

上記事件以外の民事訴訟関係事件

調停事件、非訟事件、労働審判事
件、民事執行事件、民事保全事件
（仮登記仮処分を含む。）、 配偶
者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律に定める保護
命令事件、破産事件、再生事件、

会社更生事件、特別清算事件、船
舶所有者等責任制限事件、油濁等
損害賠償責任制限事件、簡易確定
事件、仲裁判断取消申立てを除く
仲裁関係事件、これらに関する共
助事件

全 部

他の部に分配されない申立て又は
申請事件

"今、 部_コニー

(注） 簡易確定決定に対する異議に係る事件は、本庁において処理し、支部には回付しない。



別紙4

本庁刑事部

’部部部 第1刑事部 第2刑事部

事件種別事件種別 開廷日開廷日 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

’ ’
公判請求（法定合議）
合議相当を理由とする回付事件

2分の1 2分の1

地裁公判請求 (単独）

（即決裁判手続請求を含む。）
10分の3 10分の7

10分の710分の3
簡裁公判請求

(注1） (注1）

10分の3 10分の7
正 式 裁 判

刑 訴 法 4 6 3 条 に よ る 裁 判

(注1） (注1）

組織的犯罪処罰法52条2項によ
る取消し・変更請求、麻薬特例法
19条4項、20条3項による取
消し・変更請求、通信傍受法33
条1項による取消し・変更請求、
刑訴法429条の準抗告、医療観
察法72条1項の不服申立て、7
3条1項の異議

各2分の1 各2分の1

(注2） (注2）

I
通信傍受法による傍受の原記録の
保管事務

全

１１立
口

組織的犯罪処罰法関連事件、麻薬
特例法関連事件

､

各5分の2 各5分の3



刑訴法262条の審判請求、組織
的犯罪処罰法62条1項の審査請
求、麻薬特例法23条による審査
請求、通信傍受法による裁判事
務、同法33条2項による取消
し・変更請求、証人尋問請求（注
3）、証拠保全、刑訴法430条
の準抗告、刑訴法187条の2の
請求、執行猶予取消し、共助、更
生保護法52条5項の意見、児童
福祉法33条7項ただし書による
一時保護状請求の却下の裁判の取
消請求（注4）その他一切の刑事
事件

各2分の1 各2分の1

(注1） 岡山簡易裁判所裁判官として担当する。

(注2）ただし、当該公判請求事件の係属する部には分配しない。

(注3）国際捜査共助等に関する法律第10条による請求を含む。

(注4）ただし、岡山簡裁又は岡山地裁の裁判官が一時保護状請求を却下した裁判を対象
とするものに限る。

略語表 組織的犯罪処罰法関連事件とは｢同法第4､6章の保全請求事件及びこれらの処分に付随す
る処分を求める申立て事件｣をいう。

麻薬特例法関連事件とは｢同法第5、6章の保全請求事件及びこれらの処分に付随する処分
を求める申立て事件｣をいう。
通信傍受法による裁判事務とは｢同法第4条による令状発付を求める申立て事件､同法第7
条による傍受ができる期間の延長を求める申立て事件､同法第33条第1項及び第2項による
取消し･変更請求事件及び同法による傍受の原記録の保管事務｣を除く同法に規定する一切の
裁判事務をいう。

／



別紙5

支部（民事・刑事）

’

罫一系

支支部 倉 敷 津 山新 見

雨軍 '第'係’第1係 第2係 第5係 第1係 第2係

詮擢詮擢

事件種別事件種別
’水(偶数
週）・金

月・水(奇

数週）・木

火
金
■
■

月
木木

(第1･第3）
火・金 火・金 水・金

通常訴訟（発信者情報開示命令
の申立てについての決定に対す

る異議の訴えを除く。） 各
9分の2

各

9分の4

谷

9分の3形手
再

1， 切 手

審 各
2分の］

各

2分の1

3分の1

発信者情報開示命令の申立てに

ついての決定に対する異議の訴
え

3分の1 3分の1

保 全 異 議 取 消 し 3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

3分の1

全 部
保 全 命 令ﾛ

|発信者情報開示命令
|調 停
|過 料

_ －||全部’
全 部

全 部
共有に関する非訟事件、土地等

の管理に関する非訟事件（注1）
全部

|全－部''一－|｢－｜「~－
雨
闇
關

他 の 非

そ
一
一
債

の

、
5分の''2分の執権

執

（債権執行 を除く

行
１

民事 単独

執行官の執行処分及びその遅滞
に対する執行異議（注2）

全 部國國皿函

函函二一
2分の1

2分の1

2分の1

全 部破 産

’再

云
云

社
一
一
Ｊ
醗
一
身

2分の1

特別清算、船舶所有者等責任制
限、油濁等損害賠償責任制限

2分の12分の1

人 保 護 全部
全 部

訴えの提起前（民訴法235条

1項但書に基づく訴え提起後最
初の期日指定前までを含む。）
における証拠保全

各

2分の1

各

2分の1
3分の13分の1 3分の］

配偶者暴力等に関する保護命令 4分の1 4分の1 4分の14分の1 全 部

犀
腿
圀
圓

訴えの提起前における証拠収集
処分

各
2分の1

各

2分の1

各

2分の1

各

2分の1

係
一
一
他

裁 関

の

単 独 （令 状請 求 を 除く。） 4分の3 4分の1 全 部 全 部

刑事

蕊霞關|爵
当番表で
定める

当番表で
定める

当番表で
定める

当番表で
定める

当番表で
定める

当番表で
定める

当番表で
定める

状

△
祠

求請

所在等不明共有者（賛否不明共有者）がいる場合の共有物の管理、所在等不明共有者の持分の取得及び持分
の譲渡権限の付与等の裁判に係る非訟事件手続（民法251条2項、252条2項､252条の2第2項、262条の2第1
項、262条の3第1項等）、所有者不明土地（建物）管理命令（民法264条の2以下）、管理不全土地（建物）
管理命令（民法264条の9以下）

本表に定めのない執行裁判所が執行官に対して行う許可を含む。

(注1）

(注2）
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1 岡山簡易裁判所

国璽
｜通……ぴ小切零両篝|閲嗣■■温
’“”ゞゞ|碑、■■函
｜“”前””“|■■国■■
｜ゞゞ“ゞ|■■国■■
｜“≧ 命・|MM■■国

農事|調停(下…調停…'|mm照胴司
｜鐡ｲﾄﾗｨﾝに基づく零定綱惇■■国■■
｜” ．'■■国■■

|鑿瀦熱撫嘉■■国■■
｜鑿助そ"他-……■■国■■

｜(‘'卵…変 …締｜
”式|聰'』'同…“｜甲闘悶悶胴

,停帥'欝〆｡…國國■■函
｜“““全關闘q■■■国
｜そ”“””ゞ＝怖'■■■■■国■



別紙6

2 倉敷簡易裁判所及び津山簡易裁判所

倉 敷 津 山

第1係 第2係 第3係 第1係 第2係

事件種別 ～ 開廷日
水月 9・水・木 木

通常訴訟、 手形及 び小切手、 再審 2分の12分の1

額 訴 訟 4分の3 1分の1

起 訴 前 和 解の

全 部

催

士
ロ

公 示

保 全 命 全 部

一
面
Ｊ

寺
Ｉ

民事 全 部

調 停 全 部

脂I 料 全 部

少額訴訟の債権執行（執行異蟻、差押債権
の範囲変更、移行手続を含む。）

全 部

共 助 、 そ の 他 一 切 の 民 事 事 件

公 判 請 求 全 部 全 部

正 式 裁 判

刑 訴 法 4 6 3 条 に よ る 裁 判 (注） (注） 全 部

(1)即日処理道交

当番表で定随‘｜当番表で定泌‘||当番表で定め‘’(2)即日処理在庁刑事 略式 当番表で定める

(3)その他

｜
’

日 中 に お け る 令 状 請 求 当番表で定める 当番表で定める 当番表で定める 当番表で定める 当番表で定める

証 拠 保 全 、 そ の 他 全 部 全 部

(注）略式命令請求事件を担当した係が、第1係の場合は第2係、第2係及び3係の場合は第1係が担当する

庁 名 開 廷 日

玉野簡易裁判所 月

児島簡易裁判所 火，水

玉島簡易裁判所 月

笠岡簡易裁判所 木

高梁簡易裁判所 金

新見簡易裁判所 月’

勝11｣簡易裁判所 火・金
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裁判事務の代理順序

1 地方裁判所
|

’
代理裁判官及び代理順序差し支えのある裁判官

①各右陪席裁判官

②他の民事部の裁判長

1，2，3部

各裁判長

①部の他の陪席裁判官
②他の民事部の陪席裁判官
③刑事部の各陪席裁判官（］
順序）

1，2，3部

2部の陪席裁判官の民事 各陪席裁判官

各単独係

裁判官

①部の他の単独係裁判官（陪席裁判官、裁判長の順
序）

②他の民事部の単独係裁判官

各右陪席裁判官（別紙1の裁判官名の記載順。以下
「裁判官名順」という。)bその差し支えのとき
は、他の部の右陪席裁判官（裁判官名順）

1，2部

各裁判長本庁

部の他の陪席裁判官、他の刑事部の陪席裁判官（裁
判官名順）
刑事部の陪席裁判官が差し支えのときは、民事部の
各陪席裁判官
1､ 2，3部の陪席裁判官の順序

1，2部

各陪席裁判官
刑事

部の他の単独係裁判官（裁判長を除く、裁判官名
順。）、裁判長の順序
その差し支えのときは、他の刑事部の単独係裁判官
（裁判長を除く、裁判官名順。）、裁判長の順序

各単独係

裁判官

倉 敷 支 部 の 裁 判 官 同支部で定める同支部の他の裁判官

本庁第3民事部の部総括裁判官。その差し支えのと
きは、同部、他の民事部の順に、単独係裁判官

新 見 支 部 の 裁 判 官

津 山 支 部 の 裁 判 官 同支部の他の裁判官
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2 管内簡易裁判所

「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐’ 『差し支えのある裁判官 代理裁判官及び代理順序

同簡裁の他の裁判官
係番号1，2，10の順序（代理処理をした係は最も

後順位に回る。）（注）
岡 山 簡 裁 の 裁 判 官

｜玉 野 簡 裁 の 裁 判 官 同上

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ

倉敷簡裁本務の裁判官又は笠岡簡裁本務の裁判官
その差し支えのときは、地裁倉敷支部の裁判官
係番号の順序

児 島 簡 裁 の 裁 判 官

口玉 島 簡 裁 の 裁 判 官 同上

笠岡簡裁本務の裁判官又は児島簡裁本務の裁判官

その差し支えのときは、地裁倉敷支部の裁判官
係番号の順序

倉 敷 簡 裁 の 裁 判 官

｜
｜

’

倉敷簡裁本務の裁判官又は児島簡裁本務の裁判官
その差し支えのときは、地裁倉敷支部の裁判官
係番号の順序

笠 岡 簡 裁 の 裁 判 官

岡山簡裁の裁判官
係番号1，2，10の順序（代理処理をした係は最も
後順位に回る。）（注）

高 梁 簡 裁 の 裁 判

新 見 簡 裁 の 裁 判 官 同上

地裁津山支部の裁判官
係番号の順序

津 山 簡 裁 の 裁 判 官

地裁津山支部の裁判官
係番号の順序

勝 山 簡 裁 の 裁 判 官

(注)代理処理の順序については､各簡裁ごとではなく､全てを通じて行う。
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司法行政事務の代理順序

’ ’
本 代理裁判官及び代理順序官

森 實 有 紀

梅 本 幸 作

大 嶺 崇

村 川 主 和

三 澤 節 史

1

2

所 長

３
４

５

’ ’ ｜’本庁部の事務を総括する裁判官 裁判事務の代理順序を準用する‘

河 端 裕美子

鈴 木 喬

和 田 崇 寛

西 村 拓 己

倉 敷 支 部 長
１
１

新 見 支 部 長

(支部長事務取扱を含む。）
裁判事務の代理順序を準用する

津 山 支 部 長 袋 井 泰 輔

１
２

３

谷 生 浩 章

高 田 晃 由

剣 持 誠

岡 山 簡 裁 司 掌 者

河 端 裕美子

鈴 木 喬

和 田 崇 寛

西 村 拓 己

倉 敷 簡 裁 司 掌 者

袋 井 泰 輔

秋 本 英 治

津 山 簡 裁 司 掌 者

’その他の簡裁司掌者 裁判事務の代理順序を準用する‘


